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■勤務場所　学校給食センター
■勤務内容　給食の配送および回
収業務

■募集人員　１人
■勤務形態　学校休校日以外の午
前１０時～午後３時（１日４時間
程度）　　　　

■賃　金　時間給１,１００円
■交通費　２,０００円（月１０日以上
勤務で自宅から勤務地まで２キ
ロメートル以上の場合）

■勤務開始日　平成２９年４月３日
（月）
■応募資格　年齢６４歳（平成２９年
４月１日現在）までの健康な方
（６５歳定年）

■提出書類　履歴書（市販のもの
　・写真貼付）、健康診断書（後
日提出可）

■試験方法　面接試験（後日連絡）
■申込期限　１２月１５日（木）
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学校給食センター　�（４８）５１１１
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　知多４Ｈクラブは、２０歳代を中
心とした農業に携わる青年の集ま
りです。勉強会や農業を身近に感
じてもらうイベントなどを行って
います。

●臨時職員（運転手）を募集

申し込み・問い合わせ先

●「農家との交流会」
参加者を募集

　今回、同世代の女性を対象に、
バーベキュー交流会を通して知多
地域の農業や農業青年のＰＲを実
施します。　
■日　時　平成２９年１月２９日（日）
午前１１時～午後１時３０分
■場　所　「ファーマーズマー
ケット　ブリオ」（半田市吉田
町）

■参加費　２,０００円
■募集対象　２０歳～３５歳くらいの
独身女性
■募集人数　２０人（１２月１５日（木）
から受け付けます。先着順で定
員になり次第締め切ります。）

　
�

知多農林水産事務所農業改良普及課
�（２１）８１１１（内２８８）
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　固定価格買取制度の認定を受け
て取得した下記の条件を満たす太
陽光発電設備について、固定資産
税（償却資産）の軽減が受けられ
ます。
　償却資産申告書の提出時に、種
類別明細書の摘要欄に記載するな
どして該当の資産が分かるように
してください。また、次の書類を
添付してください。
　▽経済産業省が発行する「再生

エネルギー発電設備の認定通
知書」の写し

　▽電気事業者と締結している
「特定契約書」の写し

■対象設備　経済産業省による固
定価格買取制度の認定を受けて
取得した太陽光発電設備（蓄電
装置、変電設備、送電設備を含
む）。ただし、住宅等太陽光発
電設備（低圧かつ１０kw未満）
を除きます。
■取得時期　平成２４年５月２９日か
ら平成２８年３月３１日まで
■適用期間　新たに固定資産税が
課せられることになった年度か
ら３年度分

申し込み・問い合わせ先

●太陽光発電設備に係る固定
　資産税の軽減について

■軽減内容　当該設備に係る固定
資産税の課税標準となるべき価
格を３分の２に軽減します。

※　平成２８年４月１日以降に取得
した太陽光発電設備に関して
は、特例の対象が「再生可能エ
ネルギー事業者支援事業費」に
係る補助を受けて取得したもの
に限られ、固定価格買取制度の
認定を受けた設備は対象外とな
ります。
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税務課固定資産税係
�（４８）１１１１（内１１０９・１１１０）
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　住宅用地は、税負担を軽減する
必要があるため、所有者からの申
告により課税標準の特例措置が適
用されます。
　住宅用地について課税標準の特
例措置を適正に運用するため、土
地所有者の方は、土地の利用状況
が次のように変わった場合には、
申告が必要となります。
　▽更地に住宅を新築し、新たに

住宅用地になった場合
　▽店舗などを住宅に改築し、住

宅用地になった場合
　▽店舗等併用住宅で、居住部分

とそれ以外の部分の床面積に
変更があった場合

　▽住宅を店舗などに改築し、住
宅用地でなくなった場合

　▽土地の利用状況を変更した場
合（例：隣接地を取得して住
宅用地とした、新たに敷地の
一部を貸し駐車場に変更した
など）

　▽住宅を取り壊し、住宅用地で
なくなった場合

　▽住宅用地の住宅戸数に変更が
あった場合
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税務課固定資産税係
�（４８）１１１１（内１１０９・１１１０）

問い合わせ先

●住宅用地の利用状況が変わっ
　た場合は申告が必要です

申告・問い合わせ先

今月の納税など
固定資産税・都市計画税

3期分

公共下水道事業受益者負担金
3期分

後期高齢者医療保険料
6期分

納期限は 12 月 26 日（月）です。
※　口座振替の方は、口座の残
高確認をお願いします。


